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1  総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は、自衛隊福島地方協力本部において実施する特別管理産業廃棄物収集運搬処理

（以下「本役務」という。）に関する役務について適用する。 

1.2 用語及び定義 

 この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。 

1.3 引用文書 

  この仕様書で引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部

を成すものとする。 

a）仕様書 

 ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

b）関係法令 

 産業物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号） 

 

2  役務に関する事項 

2.1  内 容 

  本役務は，廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令に基づき、産業廃棄物の収集、運搬及び処分を実施する。 

2.2 引き渡し場所 

  調達要領指定書により指定する。 

2.3  種類及び数量 

  調達要領指定書により指定する。 

2.4 処分の区分 

  処分の区分は収集、運搬及び処分とする。 

2.5 処理基準 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の２による。 

2.6 産業廃棄物管理票の処置 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の３で定めるところによる。 

2.7 実施日時 

 契約相手方と官側との細部日程調整による。 

 



3   品質保証 

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 

 

4  その他の必要事項 

4.1  提出書類  

契約相手方は，表１の提出書類を提出するものとする。 

表１ 提出書類 

提 出 書 類 提出部数 提 出 時 期 提出先 

産業廃棄物収集運運搬業許可証（写し） １部 
契約締結時 

分任契約担当官 

自衛隊福島地方

協力本部長 

産業廃棄物処分業許可証（写し） １部 

産業廃棄物管理票（マニフェスト）Ａ票 １部 搬出時 

産業廃棄物管理票（マニフェスト）Ｅ票 １部 最終処分終了後 

 

4.2  仕様書に関する疑義  

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の８．３による。 

 

 

 

 

 


